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（３）広報伊丹■２０２４（令和６）年４月１５日 第１５１６号

伊
丹
広
報
３
面

０
４
１
５
０
３

堀
❶
井
❷
堀
❸
井
❹
井
❺
藤
❻
井
❼
藤
❽
井
❾
井
⑩
井

令
和
６
年
度
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方
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制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改
正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正

令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

市
税
な
ど
の
制
度
が
次
の
通
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

【
個
人
市
県
民
税
の
改
正
】
▽
定

額
減
税
の
実
施
�
６
年
度
分
個
人
市

県
民
税
の
所
得
割
額
か
ら
、
納
税
義

務
者
と
配
偶
者
を
含
め
た
扶
養
家
族

１
人
に
つ
き
、
１
万
円
の
減
税
を
実

施
。
対
象
者
は
納
税
義
務
者
の
合
計

所
得
金
額
が
１
千
８０５
万
円
以
下
（
非

課
税
者
・
均
等
割
の
み
課
税
者
除

く
）
▽
雑
損
控
除
の
特
例
�
能
登
半

島
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
、
住
宅

や
家
財
な
ど
の
資
産
に
つ
い
て
損
失

が
生
じ
た
と
き
は
、
６
年
度
分
の
個

人
市
県
民
税
に
お
い
て
、
雑
損
控
除

の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。問

市
市
民
税
課
℡
７８４
・
８
０
２
２
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料

率
を
改
定

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
料
を
決
め
る
基
準
で
あ
る
保

険
料
率
（
均
等
割
額
と
所
得
割
率
）

の
令
和
６
・
７
年
度
分
が
次
の
通
り

決
定
し
ま
し
た
（
２
年
ご
と
に
見
直

し
）
�
表
１
。

▽
均
等
割
額
�
５
万
２
千
７９１
円

（
４
・
５
年
度
は
５
万
１４７
円
）
▽
所

得
割
率
�
１１
・
２４
㌫（
同
１０
・
２８
㌫
）

▽
賦
課
限
度
額
�
８０
万
円
（
同
６６
万

円
）。

◎
保
険
料
率
の
激
変
緩
和
措
置
に
つ

い
て（
令
和
６
年
度
の
み
適
用
）
制

度
改
正
に
よ
る
急
激
な
増
額
を
緩
和

す
る
た
め
、
次
に
該
当
す
る
人
は
６

年
度
に
限
り
記
載
の
料
率
を
適
用
し

ま
す
。

対
象
は
▽
①
総
所
得
金
額
等
（
※

１
）
か
ら
基
礎
控
除
額
４３
万
円
を
差

し
引
い
た
額
が
５８
万
円
（
年
金
収
入

２１１
万
円
相
当
）
以
下
の
人
�
所
得
割

率
１０
・
３２
㌫
▽
②
昭
和
２４
年
３
月
３１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
と
令
和
７
年

３
月
３１
日
ま
で
に
障
害
認
定
に
よ
り

資
格
を
取
得
し
た
人
�
賦
課
限
度
額

７３
万
円
。

保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

◎
所
得
の
低
い
人
の
軽
減

令
和
５

年
中
の
世
帯
（
世
帯
主
と
世
帯
内
の

被
保
険
者
）
の
総
所
得
金
額
等
が
一

定
額
以
下
�
表
２
�
の
人
は
、
均
等

割
額
を
軽
減
。
６５
歳
以
上
の
公
的
年

金
受
給
者
は
、
総
所
得
金
額
等
か
ら

年
金
所
得
の
範
囲
内
で
最
大
１５
万
円

を
控
除
し
判
定
。

◎
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減

制

度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会
社
の
健

康
保
険
な
ど
（
国
民
健
康
保
険
や
国

民
健
康
保
険
組
合
は
対
象
外
）
の
被

扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
所
得
割
額
が

か
か
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
と
な
っ
て
か
ら
２
年
間

は
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
、
年

額
２
万
６
千
３９５
円
と
な
り
ま
す
。

◎
入
院
時
食
事
代
の
引
き
上
げ

６

月
１
日
か
ら
１
食
当
た
り
の
引
き
上

げ
を
次
の
通
り
行
い
ま
す
。
▽
一
般

�
４６０
円
か
ら
４９０
円
▽
低
Ⅱ
�
２１０
円
か

ら
２３０
円
▽
低
Ⅰ
�
１００
円
か
ら
１１０
円
。

＊

＊

問
市
後
期
医
療
福
祉
課
℡
７８４
・
８

０
４
１
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
℡
０７８
・
３２６
・
２
０
２
１
。

◆
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養

費
制
度

市
は
、
１
年
間
に
支
払
っ

た
医
療
・
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額

の
世
帯
合
計
が
年
間
の
自
己
負
担
限

度
額
�
表
３
�
を
超
え
た
場
合
、
そ

の
超
え
た
額
を
支
給
し
ま
す
。

合
算
対
象
は
毎
年
７
月
３１
日
時
点

で
同
じ
医
療
保
険
に
加
入
の
世
帯
員
。

基
準
日（
令
和
５
年
７
月
３１
日
）現

在
で
市
国
民
健
康
保
険
か
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
、
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
る
見
込
み
の
世
帯
に

「
支
給
申
請
書
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
計
算
期
間
中
（
４
年
８

月
１
日
〜
５
年
７
月
３１
日
）
に
加
入

の
医
療
・
介
護
保
険
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
で
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

る
人
は
、
計
算
期
間
中
に
加
入
し
て

い
た
医
療
・
介
護
保
険
の
「
自
己
負

担
額
証
明
書
」
を
取
得
し
、
基
準
日

に
加
入
の
医
療
保
険
者
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

問
市
国
保
年
金
課
℡
７８４
・
８
０
４

０
、
市
後
期
医
療
福
祉
課
℡
７８４
・
８

０
４
１
、
市
介
護
保
険
課
℡
７８４
・
８

０
３
７
。

※年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得か公的年
金等所得かその両方がある人

市
は
、４
月
１８
日
㈭

午
前
１０
時
〜
午
後
５
時

（
受
け
付
け
は
午
後
４

時
半
ま
で
）
ラ
ス
タ
ホ

ー
ル
１
階
の
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
ホ
ー
ル
で
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
出

張
申
請
受
け
付
け
を
開
催
し
ま
す
。

無
料
写
真
撮
影
あ
り
。

当
日
直
接
、
会
場
へ
。

持
ち
物
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
窓
口
休
日

開
庁

４
月
２８
日
㈰
午
前
９
時
〜
正

午
、市
役
所
１
階
の
市
民
課
窓
口
で
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
本
庁
窓
口

完
全
予
約
制

カ
ー
ド
交
付
・
申
請

・
電
子
証
明
書
の
更
新
・
暗
証
番
号

の
再
設
定
な
ど
は
予
約
制
で
す
。

交
付
予
約
の
場
合
に
は
交
付
通
知

書
に
記
載
し
て
い
る
製
造
管
理
番
号

（
は
が
き
右
上
）が
必
要
で
す
。

予
約
は
受
け
取
り
希
望
日
の
２
開

庁
日
前
ま
で
に
▽

予
約
サ
イ
ト
（
下

二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
読
み
取
り
可
）

か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
▽
市
市

民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
担
当
に

電
話
―
―
を
。

＊

＊

問
市
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
担
当
℡
７８４
・
８
１
２
１
。

◆
都
市
計
画
道
路
の
変
更
認
可
図
書

の
縦
覧

現
在
施
行
中
の
「
阪
神
間

都
市
計
画
道
路
塚
口
長
尾
線
の
事
業

期
間
の
延
伸
」が
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
関
す
る
図
書
は
、
市
役
所
４

階
の
道
路
建
設
課
で
縦
覧
で
き
ま
す
。

問
市
道
路
建
設
課
℡
７８４
・
８
０
６

０
。

◆
市
長
・
市
議
会
の
交
際
費
を
公
開

四
半
期
ご
と
の
市
長
・
市
議
会
の
交

際
費
の
支
出
明
細
と
集
計
表
を
公
開

し
て
い
ま
す
。

１
〜
３
月
分
は
４
月
３０
日
か
ら
▽

市
長
交
際
費
�
市
役
所
３
階
の
総
務

課
（
℡
７８４
・
８
０
１
５
）
▽
市
議
会

交
際
費
�
同
３
階
の
市
議
会
事
務
局

（
℡
７８３
・
１
３
４
４
）
―
―
で
閲
覧

で
き
ま
す
（
集
計
表
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
閲
覧
可
）。
無
料
。

マイナンバーカード
出張窓口
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市
中
小
企
業
振
興

融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融
資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

融融融融融融融融融融融融融融融融融融
資資資資資資資資資資資資資資資資資資
制制制制制制制制制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度

市
は
、
市
内
中
小
企
業
者
を
対
象

に
融
資
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

制
度
内
容
は
右
下
表
の
通
り
。

融
資
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
市
商

工
労
働
課
に
問
い
合
わ
せ
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
市
商
工
労
働
課
℡
７８４・８
０
４
７
。

◆
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

生
後
９１
日
以
上
の
犬
は
、
取
得
日
よ

り
３０
日
以
内
に
、
必
ず
登
録
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
狂
犬
病
予
防

注
射
は
、
毎
年
４
〜
６
月
に
１
回
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
集
合
注
射

は
行
い
ま
せ
ん
。
か
か
り
つ
け
の
動

物
病
院
で
年
１
回
必
ず
受
け
さ
せ
て

く
だ
さ
い
。

市
獣
医
師
会
所
属
の
動
物
病
院
で

は
、
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

を
併
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

費
用
は
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防

注
射
で
６
千
４００
円
（
注
射
の
み
は
３

千
４００
円
）。

犬
の
登
録
が
済
ん
で
い
る
人
は
、

事
前
に
送
付
し
た
は
が
き
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

問
市
生
活
環
境
課
℡
７８１・５
３
７
１
。

中小企業振興融資制度

光化学スモッグ
特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別監監監監監監監監監監監監監監監監監監視視視視視視視視視視視視視視視視視視期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別監監監監監監監監監監監監監監監監監監視視視視視視視視視視視視視視視視視視期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間特別監視期間

太陽光パネル・蓄電池共同購入
登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集登録者募集

統計調査
「登録調査員」募集 ４月２２日～１０月１８日は「光化学スモッ

グ特別監視期間」です。県は、市内で
光化学スモッグ予報・注意報などが発
令された際にメールを送
付しています。二次元コ
ードからメールアドレス
の登録を。
期間中の発令状況は、市ホームペー
ジから外部リンク「ひょうごの大気環
境」で公開しています。発令時は、エ
フエムいたみ（７９.４㍋㌹）などでもお
知らせします。発令時は、屋内に入り
被害防止に努め、不要不急の自動車運
転は控えてください。
市グリーン戦略室℡７８４-８０５４

市は、国や県が実施する統
計調査の調査員を募集しま
す。
同調査員は、対象世帯や事
業所を訪問し、調査の説明や
調査票の配布・回収などを行
います。
登録要件など詳しくは、市
ホームページで確認してくだ
さい。

市総務課統計担当
℡７８０-４４７５

市は、参加者が増えるほど市場価格よりお得に
購入できる「みんなのおうちに太陽光キャンペー
ン」で①太陽光パネル（１０㌗未満）②蓄電池の設
置を希望する家庭や事業者などを募集します。
対象は、市内在住か市内に事業所などを持つ人
など（①②両方か、いずれか１つだけの設置も
可）。
�９月１１日までに同キャンペーンサイト（二次
元コードから読み取り可）に参加登録を。
詳しくは、「兵庫阪神神戸みん

なのおうちに太陽光」事務局�®

０１２０-７２８-３００（土・日曜、祝日
除く午前１０時～午後６時）へ。

資金名 資金
使途

融資
限度額

利率
（年）

融資期間
（据置期間）

保証料
補助率

事業資金
事業
資金

２０００万円
１.２０%

１０年以内。運転の
みの場合は７年以
内（内１年以内） １/４

小口零細資金（小規模・零
細事業者） １２５０万円

７年以内（内１年
以内）セーフティ１to６資金（セ

ーフティネット１～６号認
定者）

運転
資金 １０００万円 １.００%

１/２
大型店対策資金（大型店の
進出に対策を講じる人） 事業

資金
１２００万円 １.１３%

１０年以内（内１年
以内）

１/４創業資金（起業する人） １０００万円 ７年以内（内１年以内）

表３ 世帯の自己負担額（年額）
●７０歳未満

所得区分 限度額

ア（９０１万円を超える） ２１２万円

イ（６００万円を超え９０１万円以下） １４１万円

ウ（２１０万円を超え６００万円以下） ６７万円

エ（※を除く２１０万円以下） ６０万円

※オ（住民税非課税世帯） ３４万円

表１ 令和６・７年度後期高齢者医療保険料の計算方法
保険料額（年額）
（上限８０万円）
（※２）

※１総所得金額等とは、収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除額、
必要経費のことをいう。社会保険料控除額、扶養控除額などの所得控除額は含まな
い）を引いた額
※２「保険料率の激変緩和措置について（令和６年度のみ適用）」の①に該当する
人について、所得割率は１０．３２％、②に該当する人について、賦課限度額は７３万円
が適用

＝
所得割額

（総所得金額等（※１）－４３万円）×所得
割率１１.２４％（※２）

＋
均等割額

５２,７９１円

表２ 均等割額が減額される基準額
軽減割合（軽減後
均等割額：年額）

７割（１５,８３７円）

５割（２６,３９５円）

２割（４２,２３２円）

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準額以下の世帯

基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（※年金・給与所得者
数－１）
基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（※年金・給与所得者
数－１）＋２９.５万円×被保険者数
基礎控除額（４３万円）＋１０万円×（※年金・給与所得者
数－１）＋５４．５万円×被保険者数

●７０歳以上
所得区分 限度額

現役並み
所得者

Ⅲ（課税所得６９０万円以上）２１２万円
Ⅱ（同３８０万円以上） １４１万円
Ⅰ（同１４５万円以上） ６７万円

一般（同１４５万円未満など） ５６万円

低所得
Ⅱ ３１万円
Ⅰ １９万円


